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            青梅市役所 公園緑地課  
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生け垣設置費補助制度  
 青梅市では、緑豊かな潤いのある安心安全なまちづくりを推進するため、

「青梅市生け垣設置費補助金交付要綱」にもとづき、生け垣設置に要する

費用の一部を補助しています。  
近年、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害が発生しており防災

面でもブロック塀等を生け垣にすることは有効です。  
 

補助の対象となる要件  
１ 新たに設置する生け垣であること  
２ 建築物のある敷地に設置すること  

３ 原則として幅４ｍ以上の道路に面した場所に設置すること。道路の幅

が４ｍに満たない場合は、道路の中心から２ｍ以上の間隔をとって設置

すること。ただし、道路の中心から生け垣までの間に段差や工作物があ

る場合は対象外となる。  

４ 生け垣は長さが３ｍ以上、高さがおおむね１ｍ以上であること  
５ 設置後５年以上保存すること  
※営利を目的として設置する場合や、他の基準等の規定により塀等の移  

設補償がなされている場合は対象となりません。  
 

補 助 金  
市の予算の範囲内で下記のとおりです。長さは２５ｍを限度とします。  
１ 生け垣設置  

   １ｍ当たり ４，０００円  
２ ブロック塀等の撤去（生け垣設置にともなうもの）  

   １ｍ当たり ２，５００円  
   （設置する生け垣の長さの範囲内）  
※ブロック塀等を撤去し、生け垣を設置する場合は、１と２の合算額と  

なります。  
※１および２の経費が上記の金額に満たない場合は、その経費を補助し  

ます。  
★  ブロック塀等の撤去費用の補助金については、市の他の要綱による補  
助金と併用することはできません。  



 

④ 補 助 金 交 付 決 定 

③ 現  地  確  認 

②    申     請  

①    受     付  

⑤ 工 事 着 手 ・完 了 

⑥ 補 助 金 交 付 額 確 定  

⑦ 補 助 金 交 付  

手 続 き 

生け垣を設置する前に補助金の交付申請が必要です。  
設置を検討している方は事前に公園緑地課窓口もしくは電話でご相談

ください。  
 
 

 

 

 

 

 

 

申請書（様式１号）・経費支出計画書（見積書等）・生

け垣設置前の現況写真（道路側から生け垣設置予定場

所へ向かって撮影したものを２枚。ポラロイド写真は

不可。）を提出してください。 

申請書をもとに担当者が現地調査を行います。 

現地調査の結果、適当と認めた場合は、市長が交付を

決定し、交付決定通知書（様式２号）を交付します。 

工事が完了しましたら、完了届（様式３号）・経費支

出証明書（領収書等）・生け垣設置後の現況写真（同

じもの２枚）を提出してください。 

審査および現地調査を行い、最終的な交付額を決定

し、交付額確定通知書（様式４号）を交付します。 

交付額確定通知の金額にもとづき、請求書（様式５号）

を提出していただき、申請者の指定口座へ補助金を振

り込みます。 

要件等の内容説明をいたします。ご相談内容によって

は、担当者が現地調査に伺います。  

※ 経費支出計画書（見積書等）および経費支出証明書（領収書等）は、内訳

の分かるものを提出してください。 



 

設 置 例 

 

枝の伸びを考慮し、道路との境界から３０ｃｍ以上内側に設置すること

をおすすめします。樹木は１ｍ当たり３本以上、枝葉がふれあう程度に並

べて、植えてください。また、フェンス等を生け垣と併設する場合は、生

け垣を道路側に設置してください。 

補 助 対 象／幅４ｍ以上の道路に面した建築物のある敷地内 

補助対象外／道路に面していないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●道路の幅員が４メートル未満の場合 

道路の中心から２メートル以上の間隔をとって設置すれば補助対象とな

ります。ただし、その間に段差や工作物がある場合は対象外です。 

 

      敷地      道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象 

建 物 

建 物 

道路／幅４ｍ以上 

補助対象外 

道路の中心 

おおよそ１ｍ以上 
４ｍ未満 

２ｍ以上 

生け垣 

30cm 以上  


